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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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国民健康保険高原病院は、 

令和８年７月より皮膚科を新設します。 

町民の皆さまの健康を保持し、安全安心な医療を提供できるよう、職員一同尽力いたしま

す。 

 

皮膚科診療日時 

◆ 診 療 日 毎月第２木曜日(午後のみ) 

◆ 受付時間  １３：００～１５：００ ※通常の受付時間とは異なります。 

 ※ 県立宮崎病院派遣医師の勤務時間の都合上、 

   診察時間は１３：３０～１６：００までとなります。あらかじめご了承ください。 

 

診 療 科 目 月 火 水 木 金 土 

外科 

一 般 野口医師 
飯尾医師 

(鹿児島大学) 

幸本医師 

池田院長 鹿児島大学 鮫島医師 
（月 1回） 小田原医師 

(鹿児島大学) 

呼吸器 

(予約制) 
     

森山医師 
(第 1・3週) 

内科 

一 般 永友副院長 永友副院長 
永友副院長 永友副院長 

永友副院長 県立宮崎病院 

高岡医師 長嶺医師 

循環器 

(予約制) 
 濵田医師     

呼吸器 

(予約制) 
有村医師 
（月 1回） 

   有村医師  

肝  臓 

(予約制) 
     鹿児島大学 

皮 膚 科    
県立宮崎病院 

（第２週午後） 
  

検査 
（予約

制） 

胃カメラ  松田医師 高岡医師 永友副院長 永友副院長  

大腸カメラ  池田院長 池田院長 永友副院長   

 

※ 診療体制は、現時点での予定になります。 

※ 救急の患者さんは、この限りではありません。 

（事前にお電話いただけるとスムーズに対応できます。） 

※ ホームページをご覧になられる方は、右のＱＲコードをご利用ください 

問 高原病院 事務室 ☎0984-42-1022（内線：431） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №195 
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7月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

7 月 20日

（月） 

海の日 

燃やせるごみ 並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下広

原区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、北狭

野区、小塚区、中平区、湯之元区、祓川区 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別のご協力をお願いいたします。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

ペット（犬・猫等）と人が幸せに暮らすために 
●飼い主としての責任（終生飼養） 

飼い主には、ペットが健康で快適に暮らせるように、最後まで面倒をみる

（終生飼養）責任があります。ペットと人が幸せに暮らすために飼い主の果

たすべき責任を全うしましょう。 

●どうしても飼えなくなってしまう前に 

  将来にわたって大切なペットを不幸にしないため、飼えなく

なった時に備えて、ペットの引き取り先を決めておきましょ

う。 

●飼えなくなったペットを捨てることは法律により禁止されてお

ります 

 ・捨てた場合 

   １年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

 ・みだりに殺したり、傷つけたりした場合 

   ５年以下の懲役または５００万円以下の罰金 

・暴行を加えたり餌や水を与えずに衰弱させたりするなどの虐待をした場合 

   １年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

ペットがいきいきと生活できるよう、飼育環境を整え、健康や安全面に気を

配りましょう。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

高原町在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業のご案内 

本町では、在宅で寝たきりの高齢者の方等が清潔で快適な生活を保持できる

ように支援するとともに、介護者の負担の軽減を図るために、在宅寝たきり老

人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を実施しております。 

利用を希望される対象の方は、下記のとおり申請ください。 

●利用対象者 

①身体の障がい及び疾病等の理由により寝たきりであるおおむね 65歳以上の 

高齢者 
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②75歳以上の一人暮らし 又は 二人暮らし高齢者 

●寝具の種類 

原則、掛け布団・敷き布団・毛布各１枚ずつ 

●利 用 料                      

１，０００円 

●実施予定日                    

 回収日：令和８年８月 21日（金）、納品日：令和８年８月 28日（金） 

●申請期間 

 令和８年７月 1日（水）～令和８年７月 31日（金） 

 ※土日祝除く ８：３０～１７：００                 

●申 請 場 所 

  福祉課 高齢者あんしん係（高原町総合保健福祉センターほほえみ館内） 

●申 請 方 法 

  窓口申請 又は 電話申請 

●注 意 事 項 

 ※ご家族等の代理申請も可能です。 

問 福祉課 高齢者あんしん係 ☎0984-42-2581（内線：452） 
 

  町営住宅の入居者募集について 

次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇鹿児山団地  

昭和 58年棟  ３Ｋ  1戸 月額使用料 18,900 円～28,100 円 

〇霧島団地 

平成 14年棟  ３ⅮＫ  1戸 月額使用料 25,000 円～37,200 円 

※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計額により増減します。 

また、月額使用料の３か月分を敷金としてあらかじめ納付する必要があり

ます。 

●申込受付期間 

令和８年７月３日（金）から令和８年７月 15日（水）まで 

午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所  高原町役場 1階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※持ち家のある方（雨漏り等により居住不可の場合はご相談ください。）や 

既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得の合計額が公営住宅入居資格基準以下で

あること。以下参照 
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後川内中学校跡地の利活用に関するサウンディング型市場調査の

実施について 

 高原町では、小中一貫校のたかはる学園の開校に伴い、後川内小学校、後川内中学校、広

原小学校及び狭野小学校が、令和８年３月をもって閉校になりました。 

今回後川内中学校跡地の建物及び跡地（以下「跡地等」といいます。）の利活用について、

民間事業者の皆様との対話を通じ利活用のご提案をいただき、跡地等の活用アイデア等を調

査することを目的として、本サウンディング型市場調査を実施します。 

 

                     （  ）内は月額 単位：円 

入居収入基準 
  

申込者を除く同居及び扶養親族の人数 

収入月額 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 5 人 

原則階層世帯

158,000円 

    以下 

年
収
入 

2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 5,423,999 

(247,333) (292,666) (332,999) (372,666) (412,333) (451,999) 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 

年
所
得 

1,896,000 2,276,000 2,656,000 3,036,000 3,416,000 3,796,000 

(158,000) (189,666) (221,333) (253,000) (284,666) (316,333) 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 

裁量階層世帯

214,000円 

    以下 

（身体障がい

者等の方がい

る世帯） 

年
収
入 

3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999 6,263,999 

(323,999) (363,666) (402,999) (442,666) (482,333) (521,999) 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 

年
所
得 

2,568,000 2,948,000 3,328,000 3,708,000 4,088,000 4,468,000 

(214,000) (245,666) (277,333) (309,000) (340,666) (372,333) 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 

〇 市区町村税、その他本町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 入居申込者、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和８年 7月 16日（木）午前 9時 

〇 抽選場所：高原町役場第２会議室 （正面玄関入って右側） 

  ※抽選不参加の場合、申し込みは無効となりますのでご注意ください。 

●その他 

〇 入居時に必ず住民自治組織（区・班）に加入してください。 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内外でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 入居者が町営住宅を引き続き 15日以上使用しないときは、届け出が必要 

となります。 

 〇 上記公募期間外でも公募済みの住宅に関しては、随時入居申請を受け付

けておりますので、下記電話番号にてご相談ください。 

問 建設水道課 管理係 ☎0984-42-4960 （内線：１４３） 
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○ サウンディングの内容（提案内容） 

調査対象施設は長年地域の教育の場であるとともに地域コミュニティの象徴でもあった 

中学校施設の土地・建物です。周辺環境との調和に配慮しつつ地域貢献できる事業アイデ

アをお聞かせください。 

ア 利活用のアイデア 

・長期にわたり持続可能な事業で、地域の活性化に寄与するアイデアを期待します。 

・施設全体を一括して活用することを基本としますが、一部の活用アイデアであっても 

お聞かせください。なお、その場合は、活用しない部分の制限等があれば合わせてお聞 

かせください。 

・現在、屋内運動場は指定避難所となっています。屋内運動場の活用を想定する場合、 

避難所として継続利用が可能かお聞かせください。 

イ 利活用の手法 

・売却又は賃貸の希望、希望価格帯 

・管理運営方法 など  

ウ 事業の想定スケジュール 

エ 施設整備・改修等の内容（改修等を想定する場合） 

オ 周辺地域への貢献や地域コミュニティとの関わり方に関する考え 

カ 事業実施にあたり町に期待する支援や配慮してほしい事項 

 
詳細につきましては本町のホームページをご覧ください。 

ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 企画政策課 企画政策係 ☎0984-42-2115 (内線 222) 
 

移住者＆若手事業者＆若手町職員 

たかはるまるごと交流会の開催について 
 移住者と若手事業者がお互いの存在や事業を知り、地域に根差した事業展開

がさらに強まることを目的として、たかはるまるごと交流会を下記のとおり開

催します。 

１ 日 時 令和８年７月 28日（火）18時 00分から 21時 00分 

  開会式 18時 00分～18時 15分 

講演会 18時 15分～19時 00分 

講 師 高原町魅力共創専門官 阿部 有里 氏 

（株式会社クリエイティブシフト） 

テーマ 「高原町の楽しみ方をことばにする」 

～みんなでつくる高原町のトリセツ～ 

交流会 19時 00分～21時 00分 

２ 場 所 皇子原公園 

３ 参加費 3,000円 

４ 対象者 

  ・移住者 町外より移住してきた方 

  ・若手事業者 45歳未満で事業を営んでいる事業者 

       45歳未満で、町内に在住し、町外で事業を営んでいる事業者 

申込みは 

こちら  
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       45歳未満で、町内に在住又は勤務しており、起業又は新規事業

創出に取り組む方。 

       町内で勤務する女性又は、町内に在住し、町外に勤務する女性 

５ 申込み 電話又は、2次元コードから７月 21日（火）までにお申込みくだ

さい。 

 ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 企画政策課 地域振興係  ☎0984-42-2115（内線：225） 
 

大区画化等加速化支援事業 
 食料・農業農村基本計画に基づき、初動５年間で農業構造転換を推進し、生

産性の向上を図るため、農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易整備による農地の

大区画化等の取り組みを支援します。 

〇実施要件 

 ・農振農用地のうち地域計画を策定した区域であること。 

 ・農用地の区画拡大を実施すること。 

〇支援内容 

 農業者の自らの施工により、助成が受けられます。 

 【例】田の区画拡大（畦畔除去＋整地）：６万円～２０万円／１０ａ当たり 

    畦畔除去のみ：４万円／１００ｍ当たり 

   ※区画拡大（畦畔除去＋整地）については、農地の高低差や表土扱いの 

有無の条件で助成単価（上限）が変わります。 

〇要望量調査 

 当事業の活用を希望する場合は、宮崎県大区画化等推進協議会が実施してい

る要望量調査に回答する必要があります。 

 以下の調査サイトから回答してください。（ＱＲコード読取） 

 

左（宮崎県大区画化等推進協議会 要望量調査サイト） 

 紙の要望量調査をご希望の方は、下記へ問合せください。 

 

 

〇その他 

 当事業の詳細については、当町ホームページをご参照ください。 

 （以下ＵＲＬ、ＱＲコード読取） 

 https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/21/305196.html 

 

左（高原町ホームページ該当ページ） 

 

 

 

問 農畜産振興課 農村整備係 ☎0984-42-5132（内線：255） 
 

https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/21/305196.html




 回覧  

趣 意 書 
 

令和８年度「飲酒運転根絶強化月間」に伴う署名活動について 

 

小林地区交通安全協会高原支部  

 

飲酒運転は、運転者の自覚と判断で防ぐことができるものです。しかし、宮

崎県内はもとより、全国各地で飲酒運転による事故が後を絶ちません。宮崎県

交通安全対策推進本部では、飲酒運転による交通事故が増加する夏季に、飲酒

運転根絶の機運醸成を図り、交通事故の発生を防止することを目的に、７月１

日から７月 31日まで『飲酒運転根絶強化月間』を実施します。 

小林地区交通安全協会高原支部では、この運動を促進するために飲酒運転の

根絶を目指して署名活動を実施します。飲酒運転は重大な犯罪行為であること

を自覚され、本運動の趣旨を御理解いただき、署名活動に御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

〇 飲酒運転を許さない環境づくりとして 

・ 地域、職場、家庭における「飲酒運転を絶対に許さない」環境づくりの推進 

・ 飲酒運転の悪質・危険性や反社会性の周知と飲酒運転根絶に向けて運転者

教育の推進 

・ 酒類を提供する飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底 

・ 「ハンドルキーパー運動」の促進 

・ 事業所等におけるアルコール検知器の普及とその適正な使用の促進 

・ 職場等における飲酒運転に関する罰則強化等の周知徹底 

 

〇 飲酒運転根絶を目的として 

・ 運転するなら 酒を飲まない 

・ 酒を飲んだら 運転しない 

・ 運転する人に 酒を勧めない 

・ 酒を飲んだ人には 運転させない 

・ 酒を飲んだ人の車に 同乗しない 

 

 

※お手数ですが、別紙、「飲酒運転根絶宣言」に署名の上、各区長へお渡しいただき、

各区長は８月区長会時に危機管理係へ御提出いただきますようお願いいたします。 



No. 住　　　　　　　　所 氏　　　　名

（例）宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８８９番地 神　武　太　郎

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

宮崎県西諸県郡高原町大字

飲 酒 運 転 根 絶 宣 言

※住所・氏名は全部記載をお願いします。「〃」はご遠慮ください。

　飲酒運転が重大な犯罪行為であることを強く自覚し、「飲酒運転根絶宣言
書」に署名して小林警察署長に提出します。
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回 覧  

 

令和８年７月１日  

 

  町民各位 

 

高原町長   丸山 裕次郎  

 

 

令和８年度高原町職員採用試験実施要領 

 

 

１  採用試験の種類、職種、採用予定人員及び職務の内容 

試験は、次の職種ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つだけ受験できま

す。 

なお、受付締め切り後は職種の変更はできません。 

種類 職 種 採用予定人員 職 務 の 内 容 

初級 一般事務（Ａ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に一般事務・技術の

業務に従事します。 

初級 土木（Ｂ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に土木業務に従事

します。 

初級 建築（Ｃ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に建築業務に従事

します。 

初級 保健師（Ｄ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に保健師業務に従

事します。 

初級 放射線技師（Ｈ） １名 
町長部局（国民健康保険高原病院）に勤務

し、診療放射線業務に従事します。 

初級 理学療法士（Ｉ） １名 
町長部局（国民健康保険高原病院）に勤務

し、理学療法業務に従事します。 

社会人 一般事務（Ａ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に一般事務・技術の

業務に従事します。 

 

 

２  受験資格 

（１）年齢等 

職 種 受 験 資 格 

一般事務（Ａ） 平成 ９年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた者 

土木（Ｂ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

建築（Ｃ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

保健師（Ｄ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

放射線技師（Ｈ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 
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理学療法士（Ｉ） 昭和６１年４月２日以降に生まれた者 

（社会人） 

一般事務（Ａ） 

昭和６１年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた者

で、民間企業等若しくは国又は地方公共団体での職務の経験が

ある者（非常勤の職での勤務も含む） 

 

（２）資 格 

 ① 土木（Ｂ）は、以下のいずれの要件も満たす者 

  ア 大学（短期大学を含む。）、高等専門学校又は専修学校（専門士を取得できる課程に

限る。）において、土木に関する学科又は課程を修めて卒業した者（令和９年３月末

日までに卒業見込みの者を含む。）。 

  イ ２級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の資格を有する者（令

和８年度の試験において取得見込みの者を含む。）。 

 ② 建築（Ｃ）は、以下のいずれの要件も満たす者 

ア 大学（短期大学を含む。）、高等専門学校又は専修学校（専門士を取得できる課程

に限る。）において、建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者（令和９年３月

末日までに卒業見込みの者を含む。）。 

イ ２級建築士又は２級建築施工管理技士の資格を有する者又はこれらと同等以上の

資格を有する者（令和８年度の試験において取得見込みの者を含む。）。 

③ 保健師（Ｄ）は、保健師の資格を有する者（令和８年度の試験において取得見込み 

の者を含む。）に限ります。 

 ④ 放射線技師（Ｈ）は、放射線技師の資格を有する者（令和８年度の試験において取得

見込みの者を含む。）に限ります。 

 ⑤ 理学療法士（Ｉ）は、理学療法士の資格を有する者（令和８年度の試験において取得

見込みの者を含む。）に限ります。 

⑥ （社会人）一般事務（Ａ）は、令和９年３月３１日までに、同一企業等における職務

経験が連続して３年以上、かつ、週の正規勤務時間が３０時間以上の勤務の者（育児

休業、休職及び停職期間を除く。）。 

※ 最終合格決定後に、職務経験期間に係る証明書類を提出していただきます。 

 

（３）次のうちいずれか一つに該当する者は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 

ウ 高原町職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

３  試験の日時、場所及び合格発表 

（１）一般事務、保健師、放射線技師及び理学療法士 
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試 験 試験の日時 試 験 場 合格発表 

１次試験 

令和８年９月２０日（日） 

７：３０  受付開始 

８：１０  着席 

８：３０ 試験開始 

１１：５０ 試験終了 

高原町総合保健福祉セン

ターほほえみ館 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓３６０番地１ 

10月上旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

２次試験 
10月上旬以降に１次試験合格

者に対して行います。 

高原町役場２階会議室 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓８９９番地 

10月中旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

 ＊ 試験中は携帯電話の電源を切り、バッグ等にしまってください。 

 

（２）土木及び建築 

試 験 試験の日時 試 験 場 合格発表 

１次試験 

令和８年９月２０日（日） 

７：３０  受付開始 

８：１０  着席 

８：３０ 試験開始 

１２：３０ 昼食 

１３：２５ 着席 

１３：４０ 試験開始 

１４：３５ 試験終了 

高原町総合保健福祉セン

ターほほえみ館 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓３６０番地１ 

10月上旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

２次試験 
10月上旬以降に１次試験合格

者に対して行います。 

高原町役場２階会議室 

 

宮崎県西諸県郡高原町 

大字西麓８９９番地 

10月中旬までに

役場前掲示板、

ホームページに

掲示するほか合

格者に通知しま

す。 

 ＊ 試験中は携帯電話の電源を切り、バッグ等にしまってください。 

 

 

４  試験の方法 

    試験については、高等学校卒業程度の試験を次のとおり実施します。 

試 験 試験科目 時間 内   容 

１次試験 教養試験 １２０分 

時事、社会・人文に関する一般知識を問う

問題（１３題）（「自然に関する一般知識」の

出題はありません。） 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関す

る能力を問う問題（２７題） 
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１次試験 

職場適応性検査 ２０分 

公務員としての職業生活への適応性につい

て、職務への対応や対人関係面での性格特

性を詳しくみる検査 

性格特性検査 ２０分 
公務員に求められる六つの基礎的な性格特

性をみる検査 

専門試験 

（土木・建築のみ） 
９０分 

種類に応じた専門的知識、技術その他の能

力についての多枝選択式による筆記試験

（３０題） 

※出題分野は別表のとおり 

２次試験 
作文試験 ９０分 

表現力、課題に対する理解力その他の能力

についての記述式による筆記試験 

人物試験 ― 面接試験 

 

別表 

試験の種類 出 題 分 野 

土木 
数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木基

礎力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工 

建築 
数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、建築計画、建築法

規、建築施工 

 

 

５  受験手続 

（１）受験申込み 

     受験の申込みは、原則インターネットのみの受付となります。高原町ホームページ

の「令和８年度高原町職員採用試験受験申込」から行ってください。 

   インターネット申請が難しい場合は、（４）に記載のお問合せ先へ電話にてご連絡く

ださい。 

   ※６ページから９ページの「インターネットによる受験手続方法」を参照してくだ

さい。 

 

   「インターネット申請による申込み（外部リンク）」をクリックし、システムのガイ

ドに沿って受付期間中に申込みを行ってください。 

   また、申込みは「仮登録」と「本登録」の２段階方式となっています。「本登録」の

受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込完了のお知らせ」の電子メー

ルが自動送信されます。この電子メールが届かない場合は、必ず受付期間中の８時３

０分から１７時１５分まで（土曜・日曜・祝日を除く。）に、（４）に記載のお問合せ

先へ電話にてご連絡ください。 

 

（２）受付期間 

７月８日（水）の８：３０から７月３１日（金）の１７：１５まで 

受付期間終了直前はサーバーが混み合う可能性がありますので、余裕をもって

早めに申込手続を行ってください。 
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（３）受験票の交付 

      受付期間終了後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子

メールを送信します。８月５日（水）を過ぎても電子メールが届かない場合には、（４）

に記載のお問合せ先へ電話にてご連絡ください。 

  「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、申込書サイトのマイページにロ

グインし、受験票をダウンロードして印刷してください。 

印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込

者本人が署名して１次試験の際に必ず持参してください。 

 

（４）お問合せ先 

   高原町役場 総務課 行政係 

   住 所 〒８８９－４４９２  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

   ＴＥＬ ０９８４－４２－２１１２（内２１１） 

    E-mail  syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp 

 

 

６  合格から採用まで 

最終合格者は職種ごとに決定され、それぞれの採用候補者名簿に登載され、そのうち

から任命権者によって採用が決定されます。 

この名簿からの採用は原則として令和９年４月１日以降ですが、場合によっては、そ

れ以前に採用されることがあります。 

なお、合格者は採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されな

い場合があります。 

 

 

７ 給与等 

（１）給与 

高原町の「一般職の職員の給与に関する条例」に基づいて給料が支給されるほか、

通勤手当、扶養手当、住居手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。  

 

（２）勤務条件・休暇等 

勤務時間は、１日７時間４５分、原則として土曜日・日曜日及び国民の祝日に関す

る法律に規定する休日は休みとなります。 

休暇には、年２０日の年次休暇（４月採用者は、初年度については１５日）のほか

主なものに次のような有給休暇があります。 

    夏季休暇…５日間   結婚休暇…５日間   病気休暇…最大９０日間 

 

 

８ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 

災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を高原町ホームページに掲載するこ

とがあります。 

 

   高原町ホームページアドレス 

     https://www.town.takaharu.lg.jp/                            

                                  

mailto:syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp
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インターネットによる受験手続方法 
 

申込みは原則として、インターネットでのみ受け付けます。 

インターネットによる申込みが難しい場合は、高原町総務課へ電話にてお問い合わせく

ださい。お問い合わせ及び申込みに係る通信料は各個人のご負担になります。 

なお、使用される機器や通信回線の障害等によるトラブルについては、一切責任を負い

ません。 

 

【受験申込みに必要なもの】 

 

（１）パソコン、スマートフォン 

※ 推奨環境は「Google Chrome最新版」で、「JavaScript」の使用設定が必要です。 

※ PDFファイルを閲覧できる「Adobe Acrobat Reader（Ver.５.０以上）」が必要 

です。 

※ スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。 

 

（２）本人のメールアドレス 

ドメイン指定等の受信制限をされている場合は、@bsmrt.bizからの電子メールを受

信できるように設定してください。 

 

（３）本人の顔写真のデータ 

ファイルの形式は、JPEG、JPGのいずれかにより、添付可能ファイルサイズは、高さ

５６０×幅４２０ピクセル（画像の比率がおよそタテ４：ヨコ３になるように調整し

てください。）、サイズは 3MB以内です。 

 

（４）受験票の印刷 

プリンタ又は、コンビニ、印刷会社のプリントサービス等をご利用ください。 

 

 

【受験申込手順】 

 

（１）申込サイトへアクセス 

 

高原町ホームページの「令和８年度高原町職員採用試験受験申込」から行ってくだ

さい。 

   ※７月８日（水）から掲載されます。 

 

    高原町ホームページアドレス 

     https://www.town.takaharu.lg.jp/                            
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（２）仮登録 

 

① 申込サイト利用規約をお読みいただき、同意の上、仮登録画面に進んでください。 

 

② 設問に従い、必須事項を全て入力してください。 

 

③ 入力完了後、入力事項確認画面において内容に誤りがないか確認の上、パスワー

ドを設定してください。 

※ パスワードは、英小文字、英大文字、数字、記号を２種類以上組み合わせて８

字以上２０字以内で設定してください。 

※ パスワードは忘れないように、必ずメモ又は画面印刷等により保存をしてくだ

さい。パスワード忘れなどによる申込みの遅滞については、責任を負いかねま

す。 

※ システムの都合上、一定時間を過ぎると通信が切断されることがあります。す

べての項目を入力して「登録」をクリックし、登録が完了したことを示す画面を

確認してください。登録完了を示す画面が表示されない場合は、再度登録作業を

行ってください。 

 

 

（３）マイページへログイン 

 

① 仮登録で入力したメールアドレス宛てに「仮登録完了のお知らせ」の電子メール

が届いているか確認してください。 

 

② メール本文中に「ログイン ID」が記載されていますので、メモ又は画面印刷等

により必ず控えてください。 

 

③ メール本文内の URL にアクセスし、ログイン ID と仮登録で設定したパスワード

を入力し、申込サイトのマイページにログインしてください。 

 

 

（４）本登録 

 

① 受験者のマイページの「エントリー」から、住所や学歴などの入力を行ってくだ

さい。入力した内容によりエントリーシートが作成されます。 

 

※ 必須項目は必ず入力してください。任意項目も該当がある場合は必ず入力して

ください。 

※ 回答の内容に不備がないように設問をよく読み入力を行ってください。 

※ 入力途中で、一時保存することができます（最下部まで、スクロールし『一時

保存』を選択する）。 

  一時保存された情報を管理者側で確認することはできません。  
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② 顔写真をアップロードしてください。 

※ 写真データは、本人確認のために使用する重要なものです。印刷した写真を撮

影したもの、背景が無地でないものは使用しないでください。 

※ 自撮りの写真は、使用しないでください。 

※ 最近６か月以内に撮影した、脱帽、正面向きの画像データをタテ表示となるよ

うにアップロードしてください。 

※ ファイルの形式は、画像（JPEG、JPG）のいずれかとなります。 

※ 添付可能ファイルサイズは、高さ５６０×幅４２０ピクセル 

※ 一部のスマートフォンでは、アップロードできない場合があります。その場合

は、PCからアクセスしアップロードしてください。 

 

③ 身体に障がいがある人などで、配慮が必要な場合は申込サイト上の「試験等の配

慮（自由記述欄）」に入力してください。 

 

④ 入力内容を再度確認してください。 

 ※ 全ての項目を入力し「入力内容を確認する（本登録）」を選択します。 

   入力に不備が無い場合は、ポップアップ画面にて入力内容を確認することがで

きます。 

 

⑤ 入力内容に問題がなければ「エントリー」を選択して登録を確定してください。 

※ 登録完了を示す画面が表示されない場合は、再度登録作業を行ってください。 

 

 

（５）申込完了 

 

上記手順（１）～（４）の全てが正常に終了したら、申込完了となります。 

 

① 申込完了後、登録されたメールアドレス宛てに「申込完了のお知らせ」の電子

メールが自動送信されます。 

※ 電子メールが届かない場合は、必ず高原町総務課（TEL ０９８４－４２－２１

１２）へ電話にてお問い合わせください。 

 

② 入力内容はマイページの「レジュメ PDF」から確認することができます。 

 

③ 申込受付期間中であれば職種以外の内容は訂正することができます。 

※ 職種を変更する場合、申込みの取消はできませんので、再度別の職種で仮登録

から改めて申込みを行ってください。 

 

④ 申込内容に不明な点がある場合、高原町総務課から電話又は電子メールで問い合

わせをすることがあります。その場合は、「マイページ」にログインし内容を確認

の上、申込内容の訂正を行ってください。  
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（６）受験票の印刷 

 

① 受験申込受付期間終了後、登録されたメールアドレス宛てに「受験票交付のお知

らせ」の電子メールを送信します。電子メールが届いたら「マイページ」にログイ

ンしてください。 

※ ８月５日（水）を過ぎても「受験票交付のお知らせ」が届かない場合には、必

ず高原町総務課（TEL ０９８４－４２－２１１２）へご連絡ください。 

 

② 「受験票」を選択し、ご自身の受験票をＡ４サイズの用紙に印刷（白黒印刷可）

してください。試験名、試験区分、受験番号、氏名（試験会場等）及びご自身の顔

写真が印刷されていることを確認してください。 

 

③ 受験票に記載されている事項及び試験案内の受験資格を再度確認し、確認した年

月日を記入の上、申込者本人が署名して１次試験の際に必ず持参してください。 

 

 

 







全戸配布 

令和８年７月１日 

町民各位 

高原町長 丸山 裕次郎 

（ 公 印 省 略 ） 
 

バス小林並木線と乗合タクシーの変更計画への意見募集について 
  

標記について、広域的バスの小林並木線は年々の利用者数減少と運行事業者の運転手不足に

伴う点から、令和９年３月末にて廃止する予定としています。 

今後は小林並木線の廃止代替手段として、乗合タクシーが小林市内までの運行となるように

準備を進めています。 

今回、町民の皆様のご意見をお聞きするため、意見募集（パブリックコメント）を実施します。 
 
１ 意見を募集する変更計画の名称 

(１) 小林並木線廃止（素案） 

（２）乗合タクシー小林方面への運行拡大（素案） 
 

２ 意見募集 

(１) 募集期間 

    令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）まで 
 
(２) 変更計画の閲覧方法 

    次ページのとおり 
また、高原町公式ホームページでも閲覧可能です。 
https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/31/305198.html 

 
(３) 意見提出資格 

    次のいずれかに該当する方 

ア 町内在住・在勤・在学する人 
イ 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体 
ウ 計画（素案）に利害関係を有する人 

 
(４) 提出方法 

提出方法 提出書類 

持 参 
募集期間中（土日・祝日を除く）の 

午前８時 30 分～午後５時 15分 

裏表紙の様式 

郵 送 

（消印有効） 

〒889-4492 高原町大字西麓 899 番地 

高原町企画政策課 宛 

F A X FAX番号 ０９８４－４２－４６２３ 

電子申請 
URLまたは二次元コードの電子申請ページより回答してください。 

 

※電話による受付は行っておりません。ご了承ください。 

                         問い合わせ先 

企画政策課 企画政策係 

☎0984-42-2115（内線 222） 

https://forms.gle/neAEwgiFupYs7KwX6 



 

 

 

 

 

 

 

現在 バス小林並木線と乗合タクシー(町内全域線)の運行エリア 

【町中央停留所】 

①役場前 ②LaLa きりしま ③高原 ④郵便局前 

⑤学校前 ⑥高原上町 ⑦希望の店前 ⑧農協前 

⑨並木 ⑩高原駅 ⑪ほほえみ館 ⑫川井田医院  

⑬益山歯科 ⑭出口 ⑮忠霊塔  

⑯広原駅(広原区民限定) 

⑰高速バスのりば(試験運用) 

変更 変更点１ 
バス小林並木線廃止 

変更点２ 
乗合タクシーの停留所に小林市内の８停留所を追加 

１ 

２ 

３ 

  小林駅 

【小林市内停留所】 

①湾津②城山団地前 

③５丁目 

【小林市内停留所】 

④永田町 ⑤駅前通り ⑥郵便局前 

⑦本町 ⑧小林駅 

出展：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/vector/#14.331/31.976472/130.97769/&ls=vstd&disp=1&d=l） 



 

変更計画① 小林並木線廃止（素案） 
 年々の利用者数の減少と運行事業者の運転手不足に伴い令和９年３月末に廃止の予定です。

今後は小林並木線（広域的コミュニティバス）の廃止代替手段として乗合タクシーが小林市内ま

で運行予定です。 

 

変更計画② 乗合タクシー小林方面への運行拡大（素案） 
現在、「自宅」と「高原町中央停留所」の間を運行していますが、令和９年４月より「自宅」

と「小林市内停留所」の間も運行します。 

【令和９年４月より開始】 

方面 運行日 便数 乗降場所 予約 運賃 

町中央停留

所行き 

月～土 
往路２便 

復路３便 

自宅～町中央停留所 

前日までに 

電話予約 

片道 

大人３００円 

子供(小中学生)１５０円 

小林市内停

留所行き 
自宅～小林市内停留所 

（案） 

片道 

大人６００円 

子供(小中学生)３００円 

 

 

 

 

【利用方法】 

 

 

往路便（８,９時台）：「自宅」⇒「町中央停留所」もしくは「小林市内停留所」への運行 

復路便（11,13,15時台）：「町中央停留所」もしくは「小林市内停留所」⇒「自宅」への運行 



 

意見等記入用紙（様式） 

高原町企画政策課 宛 

「バス小林並木線と乗合タクシーの変更計画」に対する意見 

（フリガナ） 

氏       名 

（法人の場合は名称代表者名） 

 （                    ） 

住       所 

（法人の場合は所在地） 

 

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

電子メールアドレス  

町内の勤務先、又は通学先名称 

（※町外在住の方のみ記入） 

 

町内の勤務先、又は通学先所在地 

（※町外在住の方のみ記入） 

 

ご  意  見 

 

※氏名・住所・連絡先の記入がない場合には受付できませんので、必ず記入してください。 

※ご記入いただいた個人情報は公表しません。また、意見提出以外の目的で使用することはあ

りません。 

※提出されたご意見等に対して、町の考え方を高原町公式ホームページ等で公表しますが、個

別に回答することはありません。また、住所、氏名が未記入のものや当該案件に対する単な

る賛否が記入されたもの及び当該案件に関連のないご意見等につきましては町の考え方を

お示ししません。 

※類似のご意見等及びこれに対する町の考え方は、まとめて公表します。 



事 務 連 絡  

令和 8 年 7 月 1 日 

 後川内地区住民の皆様 

 

うしとぐっベース事務局    

 

うしとぐっベース（後Good Ｂase）第 3回運営委員会の御案内 

 

 地域住民で後川内地区での困り事や課題を解決するために取り組む「うしと

ぐっベース」の 7月運営委員会を開催します。これまでの取組内容は裏面「UGB

便り」に掲載していますので、ぜひご覧ください。 

 

 

１ 開催日時・場所 

日時：令和８年 7月 24日（金）19：00～ 

場所：うしとぐっベース（旧後川内小学校職員室） 

 内容：① スクールバス待合所ついて 

② 多目的トイレ改修について 

    ③ 鳥獣部会について 

    ④ 草刈り作業委託について 

⑤ 今後のうしとぐっベース（旧後川内小学校）活用について 

     ・ 町の地域彩生デザイン支援事業について 

 

 

２ 参加方法 

  事前申し込みは不要です。上記の開催日時・場所にお越しください。   

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

うしとぐっベース事務局 

（高原町企画政策課内）42-2115 



U G B 便り
ジーユー ビー

うしとぐっベース（後 Good Base)

（後第1号（Ｒ８．5.1）
発行:うしとぐっベース

高原町役場企画政策

ユー ジー ビー

第3号（R8．7．1）
発行：うしとぐっベース事務局

高原町役場企画政策課（0984‐42‐2115）

第2回運営委員会がありました。

・梅雨時期の雨の中、２１名の方に集
まって頂きました。今回も多くの議題に
ついて協議しました。

・今後のうしとぐっベースの活用では、主
に町の事業の「地域彩生デザイン支援
事業」に申請する企画をワークショップ
形式で話し合いました。後川内の魅力を
最大限引き出せるアイデアがたくさん出
ました。今後申請を行いますので、アイ
デアが採択されましたら本通信でお知ら
せします。乞うご期待です！

たかはる学園高原小3年生による花の植栽活動が
ありました。

ジニア（百日草）をたくさん植えました。
７月～８月が咲きごろです

雨や猛暑に負けず、たくさんのお花が、後川内
地区を彩りますように。







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先  日本のひなた宮崎国スポ・障スポ高原町実行委員会 

（国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進室） 

〒8８９-４４１２ 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３９２番地 

TEL：09８４-４２-１５００（直通） 



１ 

 
 

70ｍ先の標的に矢を射て、合計ポイントを競う競技です。雷や

強風など、よほどの悪天候でなければ競技は行われます。 

 ※70ｍ先の的は肉眼で見ることが難しいので、双眼鏡を持参しましょう！ 

  

アーチェリーの標的 

標的の直径は 122cmで、5色の色環帯（中心から、黄・赤・ 

青・黒・白）で構成され、これがさらに 2個ずつの得点帯に 

分割されています。 

中心点が 10点、外に向かって 1点ずつ少なくなり、一番外側 

が 1点になります。 

 

競技方法（西日本少年アーチェリー大会） 

● クォリフィケーションラウンド（予選ラウンド） 
 

・1選手が 70ｍ先の的に 3分以内で 6本の矢を射ち（1エンド）、これを 12エンド、

計 72射行います。満点は 720点で、より多くの得点を競います。 

・個人戦の成績順位は、このラウンドでの得点で決まります。 

・団体戦の成績順位は、出場選手 3名のこのラウンドの合計得点で決まり、翌日の

イリミネーションラウンドのトーナメント表に反映されます。 

● イリミネーションラウンド・メダルマッチ（団体決勝トーナメント） 
 

・1チーム 3人の団体選で、トーナメント方式のマッチ戦を行います。 

   
 

・ブロンズメダルマッチ（準決勝）までは、3人の選手が 2分以内に 6射（2射×3

名）矢を射ち（1セット）、これを 4セット行います。 

・ゴールドメダルマッチ（決勝）は、3射（1射×3名）を 2回の交互行射で行います。 

  

※マッチ戦 

合計得点が多い方ではなく、決められたセットポイントを先に取った方が勝ちとなります。 

団体戦マッチでは、各セットで得点が高いチームに 2 ポイントが入ります。同点の場合は

共に 1ポイント。これを最大 4セット行い、先に 5ポイント取ったチームが勝利となります。 

4セット終わった時点で 4対 4の同点の場合は「シュートオフ」を行います。3名がそれぞ

れ 1 射して、合計得点の高い方が勝利となります。このとき同点の場合は、中心に近い矢を

射たチームが勝利となります。 

 

競技の見どころ 

アーチェリーは、体力や技術力はもちろん、メンタルの強さが勝負の決め手となります。 

集中力を高め、70ｍ先の肉眼ではほぼ確認できない的の中心に、吸い込まれるように矢

が見事命中する様子は必見です！ 
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競  技  日  程 

７月１９日（日） ７月２０日（月・祝） 

受付 

  10：00～10：30 

監督会議 

  10：30～10：50 

用具検査 

  10：50～11：20 

（昼  食） 

開会式 

  12：00～12：30 

競技（クォリフィケーションラウンド） 

練習 

12：40～13：00 

競技（1回目） 

13：00～14：00 

競技（2回目） 

14：10～15：10 

個人表彰式 

  16：00～16：20 

受付 

  8：30～9:00 

練習ゾーン開設（競技場内） 

  9：00～9：20 

競技（イリミネーション～ファイナルラウンド） 

女子練習（2分×2回） 

   9：30～ 9：40 

女子 1/8イリミネーションラウンド 

   9：40～10：10 

男子練習（2分×2回） 

  10：20～10：30 

男子 1/8イリミネーションラウンド 

  10：30～11：00 

男女 1/4ファイナルラウンド 

  11：10～11：40 

男女セミファイナルラウンド 

  11：50～12：20 

（休  憩） 

男女ブロンズメダルマッチ 

  12：50～13：20 

女子ゴールドメダルマッチ 

  13：35～14：00 

男子ゴールドメダルマッチ 

  14：05～14：30 

閉会式 

  15：00～15：20 

 

開会式                          団体表彰式、閉会式 
令和８年７月 19日（日）12時 00分から 12時 30分まで   令和８年７月 20日（月）15時 00分から 15時 20分まで 

会場 高原町総合運動公園多目的芝生広場                   会場 たかはる学園高原中学校体育館 

 

個人表彰式 
 

令和８年７月 19日（日）16時 00分から 16時 20分まで 

会場 たかはる学園高原中学校体育館 

 

競技日程・式次第
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会場案内 

一般観覧者は 

ここから先へは 

行けません 

一般観覧は 

ここから先

へは 

行けません 

観覧者入口 

⑫  受付・案内･････････････････落し物などの受付もこちらです。 

⑬ 観光・おもてなし･･･････････高原町の観光案内やふるまいをしています。 

⑯  売店･･･････････････････････高原町の物産や飲食物などを販売しています。 

      

⑰  アーチェリー体験コーナー･･･競技体験ができます。どなたでも参加可能。 

       



４ 

  

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ公式ＨＰ 

https://www.hinata-miyazaki-sports2027.jp/kokusupo/ 

 

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 

高原町実行委員会ＨＰ 

https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/14/273217.html 
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協賛のメリット 

○企業イメージや知名度を向上できます。 

○協賛物品に企業名や団体名を表示することができます。  

○感謝状等で謝意を表すとともに、町ホームページ等でご紹介します。 

 

◆企業協賛に関するお問い合わせ◆ 

〒８８９－４４１２ 

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３９２番地 高原町中央公民館 

  日本のひなた宮崎国スポ・障スポ高原町実行委員会事務局 

(高原町教育総務課 国スポ・障スポ推進室) 

電  話：０９８４－４２－１５００  ＦＡＸ：０９８４－４２－３９６９ 

E-mail：taka-spo@town.takaharu.lg.jp 

 

協賛企業・団体  大募集！ ！ 
 国民スポーツ大会ならびに全国障害者スポーツ大会は、国内最大のスポーツの祭典です。 

 令和９年（202７年）に宮崎県で開催される「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」は、昭和 5４ 年

（19７９年）の「日本のふるさと宮崎国体」以来 4８年ぶり 2 度目の開催となります。 

 高原町実行委員会では、大会の成功に向け、関係団体と連携を図り、町民の総力を結集して、「町

民協働・総参加でつくる大会」にしたいと考えています。 

 ついては、趣旨に賛同いただける企業・団体の皆様からの物品等の協賛を募集しますので、大会

の成功に向け、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

高原町では『アーチェリー競技』を開催します！ 

■第８１回国民スポーツ大会 高原町開催日程 

令和９年（202７年）１０月１日（金）～10 月３日（日） 

■第２６回全国障害者スポーツ大会 高原町開催日程 

令和９年（202７年）１０月 2４日（日） 

※会場はいずれも「高原町総合運動公園多目的芝生広場」で

開催。 

高原町実行委員会ホ

ームページ QR コード 



◆協賛いただきたい物品等の例（写真はイメージ）◆ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※協賛方法は、物品の提供または貸与でお願いします。 

※協賛物品の搬入、設置、撤去等に関する費用が必要な場合、原則協賛者でご負担いただくものとしてお願

いいたします。 

※競技会場内では、協賛者名を使用・着用する物品は、原則表示・使用ができません。 

◆協賛者名等の記載基準◆ 

評価額 ホームページ 報告書等 協賛物品 
協賛者の

呼称使用 

５万円以上 
協賛者ロゴ(バナー)貼

付、写真及び記事掲載 協賛者名掲載 

掲載可能物

品全てに協

賛者名掲載 

使用可 

５万円未満 協賛者名掲載 

 

◆協賛お申込みの流れ◆ 

 
１ 協賛の意向を

町にご連絡（申込

書のご提出等） 

２ 協賛内容の調

整・打合せ 

３ 協賛申込書の

ご提出 

４ 協賛物品の発

注・納品 

除菌ウェットティッシュ ポケットティッシュ 

クリアファイル 

うちわ 

不織布バッグ 

その他、自社商品など企業

様からご提案による協賛品

受け付けております。 

のぼり旗 



講座をご紹介 

７月開催の講座 

６月に開催された講座をご紹介 

教育総務課社会教育係  Ｒ８．７．１発行 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 ７月の生涯学習講座だより 
回 覧 

お問合せ先   高原町教育総務課社会教育係（小園・山崎） ℡：（０９８４）４２－１４８４ 

 

 皇子原学園講座は毎月様々なジャンルの講師をお招きし、「知って得する学び」を

企画しています。今月は高千穂町からイギリス人僧侶、吉村ヴィクトリア氏にお話

いただきます。 

皇子原学園（国際交流） 

日 時  7 月 21 日（火） 

9:30～１１：００ 

場 所  ほほえみ館 中研修室 

講 師  吉村 ヴィクトリア 氏 

内 容  イギリス・ピーターバラ出身。高千穂町にある４５０年の

歴史をもつ「正念寺」の僧侶。高原町には、３回目のご縁

となります。その後の様子など、どのようなお話がお聞

きできるかとても楽しみです。 

 

 

と題してお話しいただきます。 

ディップアート講座 

日 時  7 月 3 日、17 日 （金）  

１３:30～１５：３０ 

場 所  中央公民館 ２階会議室 

講 師  濱田 美香 氏 

内 容  コサージュにもなるガラ

スドームづくり 

 

よけスプレー」を作りま

す。 

書道基礎講座 

日 時  7 月 9 日、23 日 (木) 

13:30～１5：００ 

場 所  教育集会所集会室 

講 師  入部 渓聲 氏 

 

 

珈琲の世界講座 

日 時  7 月 15 日（水）  

9:30～11:00 

場 所  ほほえみ館 食生活改善室 

講 師  あんぱさんど・金﨑製油 

金﨑 洋幸 氏 

※ 詳細が決まりましたら申し込ま

れた方へ連絡します。 

 

アロマ活用講座  講師 高尾千春 氏 

 はじめにアロマオイル 

の使い方や、注意点など 

を学びました。アロマオイ 

ルにもグレードがあり、 

選ぶ際には注意が必要だ 

そうです。 これからの季節に大活躍する虫よけスプレ

ーとロールオンを作りました。アロマオイルの心地良い

香りに包まれた素敵な時間になりました。 

ヨガ講座 

日 時  7 月 6 日、27 日 （月） 

19:00～20：3０ 

場 所  ほほえみ館 和室 

講 師  濱田 幸代 氏 

内 容  ゆっくりと体をほぐして

いきます。      

   

 

※急な変更が生じる場合があります。 

書道基礎講座  講師 入部 渓聲 氏 

「急がず、焦らず、 

ゆっくり、手書きの 

良さや美しさ、有難 

さを実感していた 

だけると良いです 

ね。」 講師の入部先生が大切にしている言葉で

す。この日は姿勢や筆の持ち方、文字の基本とな

る点画、道具の手入れ法などを学びました。                        

 









 

 

令和８年 7 月１日 

 町民各位 

高原町長 丸山 裕次郎 

（ 公 印 省 略 ） 

                   

 

   令和８年度高原町会計年度任用職員(養護老人ホーム峰寿園) 

の募集について 
 
 令和８年７月以降採用の会計年度任用職員の採用試験を下記のとおり実施
します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和９年３月 31日まで）を超えない
範囲内で任用される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 
ア 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受 

けることがなくなるまでの者 
イ 会計年度任用職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から 
  ２年を経過しない者 
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し 

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、 
又はこれに加入した者 

 
（２）募集職種、勤務条件、応募資格等    
職種 応募資格 業務内容 募集人員 勤務形態 報酬額 

調理員 なし 

養護老人ホーム

峰寿園での調理

業務 

若干名 

・土曜日、日曜日、祝日を含む

シフト制（週休２日制） 

・原則、午前６時 15分から午

後６時 30分までの間で勤務部

署によって定められた時間 

（週 20時間以内） 

時給 

1,340円～ 

一般事務 なし 

養護老人ホーム

峰寿園でのパソ

コンによるデー

タ入力、書類整

理、電話・窓口

対応等事務 

若干名 

・原則として月曜日から金曜日

の午前８時 30分から午後５時

までの間で勤務部署によって定

められた時間（週 30時間） 

月額 

155,070円～ 

（高卒以上の

場合） 

 
 
 
 
 
 
 

回 覧 



２ 受験手続 
（１）必要書類 
  ア 履歴書 
  イ 保有している資格等の証明書の写し 
   
（２）必要書類の提出先 
   ５に記載の【問合せ先】 

※必要書類を郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、 
その際郵便局窓口で交付される「書留郵便物受領証」は、試験日の連 
絡があるまで保管しておいてください。なお、封筒の表には、「高原 
町会計年度任用職員採用試験受験」と朱書きしてください。 
 

（３）申込時の注意事項 
ア 有資格職の申込みには、必要な免許証等の写しを必ず添付してくだ 

さい。  
イ 履歴書に添付する写真は、最近３か月以内に撮影したものとします。 

写真が貼られていないものは、受け付けられない場合があります。 
 

（４）受付期間 
７月 1日（水）～７月 17日（金）８：30～17：15（土曜・日曜を除く。） 

郵送の場合は７月 17日（金）必着となります。 

※応募者が募集人数に満たない場合は、再度募集いたします。 
 
 
３ 選考方法 
  高原町養護老人ホーム峰寿園にて面接試験を実施します。 

 ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
４  合格から採用まで 

合格発表は、合格者へ個別に通知いたします。 
なお、任用期間は原則として令和９年３月 31日までですが、次年度予算 
や勤務状況等により、次年度以降も再度任用する場合があります。 
 

５ 問合せ先 
  高原町養護老人ホーム峰寿園  
  住 所 〒889-4411 宮崎県西諸県郡高原町大字広原 5051 番地７ 
  ＴＥＬ 0984-42-1336 

E-mail:houjyuen@town.takaharu.lg.jp 
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